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六

文
書
の
利
用
に
関
し
参

七

文
書
の
展
示
及
び
文
書

（
業
務
）

第
五
十
一
条

山
口
県
文
書
館

う
。
）
の
業
務
は
、
次
の
と

一

文
書
の
利
用
に
関
す
る

二

文
書
を
収
集
し
、
整
備

三

文
書
の
目
録
、
索
引
、

四

歴
史
の
編
さ
ん
及
び
配

五

文
書
に
関
す
る
専
門
的

に
お
い
て
「
山
口
県
立
盲
学
校

第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号

「
特
殊
学
級
」
を
「
特
別
支
援

美
術
館
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
二
項
の
表
課
の

第
三
十
六
条
中
「
、
山
口
県

山
口
県
立
特
別
支
援
学
校
」
に

第
四
章
第
一
節
第
四
款
を
削

第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二

め
、
「
第
七
款

削
除
」
を
削

に
、
「
第
十
款
」
を
「
第
八
款

八
十
二
条
」
に
改
め
、
「
第
十

十
六
条
）
」
を
「
第
八
十
六
条

を
「
第
十
一
款
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
教
育

び
山
口
県
立
養
護
学
校
」
を
「

室
の
項
第
二
号
中
「
山
口
県
立

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
教
育
委
員
会
行

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
款

美
術
館

を
「
第
四
款
」
に
、
「
第
六
款

考
と
な
る
助
言
及
び
案
内
を
行
う

に
関
す
る
講
習
等
を
行
う
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条

お
り
で
あ
る
。

こ
と
。

し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
。

解
題
、
定
本
の
作
成
及
び
配
布
を

布
を
行
う
こ
と
。

な
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
山
口
県

中
「
山
口
県
立
盲
学
校
等
」
を

学
級
」
に
改
め
、
同
表
社
会
教
育

項
中
「
企
画
監
」
を
「
企
画
監

立
盲
学
校
、
山
口
県
立
聾
学
校
及

改
め
る
。

る
。

条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

り
、
「
第
八
款
」
を
「
第
六
款
」

」
に
、
「
第
十
一
款
」
を
「
第
九

二
款

削
除
」
を
削
り
、
「
第
十

の
五
）
」
に
改
め
、
「
第
十
四
款

政
策
課
の
項
第
九
号
中
「
、
山
口

及
び
山
口
県
立
特
別
支
援
学
校
」

盲
学
校
、
山
口
県
立
聾
学
校
及
び

五
号

政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県

（
第
四
十
九
条
の
二

第
四
十
九

」
を
「
第
五
款
」
に
、
「
第
五
十

一

こ
と
。

ま
で
に
お
い
て
「
文
書
館
」
と

行
う
こ
と
。

立
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同

「
山
口
県
立
特
別
支
援
学
校
」
に

・
文
化
財
課
の
項
第
十
五
号
中
「

学
校
安
全
管
理
監
」
に
改
め
る
。

び
山
口
県
立
養
護
学
校
」
を
「
及

に
、
「
第
九
款
」
を
「
第
七
款

款
」
に
、
「
第
七
十
七
条
」
を
「

三
款
」
を
「
第
十
款
」
に
、
「
第

削
除
」
を
削
り
、
「
第
十
五
款

県
立
盲
学
校
、
山
口
県
立
聾
学
校

に
改
め
、
同
表
特
別
支
援
教
育
推

山
口
県
立
養
護
学
校
（
以
下
こ
の

規
則

教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

条
の
六
）
」
を
削
り
、
「
第
五
款

五
条
の
五
」
を
「
第
六
十
条
」
に

い 項、、び 」第八」及進表 部」改

教

育

委

員

会
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第
五第第

る
。第

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

と
い
う
。
）
」
を
「
特
別
支
援
学

等
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
改

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
職

す
る
。

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六

山
口
県
公
立
学
校
教
員
の
採
用

口
県
公
立
学
校
教
員
の
採
用
に
関

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
条
中
「
、
山
口
県
立
盲
学
校
、

山
口
県
立
特
別
支
援
学
校
」
に
改

三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
盲
学
校

四
章
第
一
節
第
十
五
款
を
同
節
第

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

口
県
公
立
学
校
教
員
の
採
用
に
関

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

十
二
条

削
除

四
章
第
一
節
中
第
五
款
を
第
四
款

「
第
七
款

削
除
」
を
削
る
。

四
章
第
一
節
中
第
八
款
を
第
六

「
第
十
二
款

削
除
」
を
削
る
。

四
章
第
一
節
第
十
三
款
を
同
節
第

「
第
十
四
款

削
除
」
を
削
る
。

山

校
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か

め
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一

号
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
平
成
三
年
山
口
県

山
口
県
立
聾
学
校
若
し
く
は
山

め
る
。

、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
（
以

十
一
款
と
す
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る山

と
し
、
第
六
款
を
第
五
款
と
す

款
と
し
、
第
九
款
か
ら
第
十
一
款

十
款
と
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
盲

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

す
る
規
則

教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の

口
県
立
養
護
学
校
」
を
「
若
し

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
盲
学
校

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

る
。ま

で
を
二
款
ず
つ
繰
り
上
げ

教
育
職
員
免
許
に
関
す

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

学
校
安
全
管
理
監

特
定
の
事

学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
項
中

「
学
芸
専
門
監

上
司
の
命

す
る
。

第
二
の
二

業
務
上
の
職
の
表

「
又
は
美
術
館
」
を
削
り
、
同

附

則

任
管
理
員
、
管
理
員
」
を
削
り

備
考
３
中
「
及
び
管
理
員
」
を

別
表
第
二
の
一

組
織
上
の

「
企

画

監

上
司
の
命

る
。

「
企

画

監

上
司
の
命

る
。

上
司
の
命

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

教
育
委
員
会
事
務
局
等

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

別
表
第
一

組
織
上
の
職
の

監
」
を
加
え
、
同
表
学
校
以
外

一

業
務
上
の
職
の
表
事
務
職

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

八
号

務
を
処
理
す
る
。

を
受
け
て
美
術
館
の
事
務
に
係
る
特
定

統
計
主
事
の
項
を
削
り
、
同
表
専

表
主
任
管
理
員
の
項
及
び
管
理
員

、
同
表
そ
の
他
の
職
員
の
項
中
「

削
る
。

職
の
表
本
庁
の
項
中

を
受
け
て
課
の
事
務
に
係
る
特
定
の

を
受
け
て
課
の
事
務
に
係
る
特
定
の

を
受
け
て
学
校
の
安
全
管
理
及
び
生
徒

七
号

の
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
本
庁
に
関
す
る
部
分
中
「
企
画

の
教
育
機
関
に
関
す
る
部
分
中
「

員
の
項
中
「
統
計
主
事
、
」
を
削

こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

」

の
事
務
を
処
理

」
を
削
り
、
別

門
学
芸
員
の
項
及
び
学
芸
員
の
項

の
項
を
削
る
。

、
管
理
員
」
を
削
り
、
別
表
第
一

事
務
を
処
理
す

」
を

事
務
を
処
理
す

指
導
に
関
す
る

に
改
め
、
同

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
教
育
委

監
」
の
下
に
「
、
学
校
安
全
管

、
学
芸
専
門
監
」
を
削
り
、
別
表

り
、
同
表
技
術
職
員
の
項
中
「
、

二

表中 の表 員理第主
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教
う
に第

（
免

第
三式

２

ロ

法
別
表
第
三
か
ら
別
表
第
八

ハ

人
物
に
関
す
る
証
明
書
（
別

ニ

健
康
診
断
書
（
別
記
第
七
号

掲
げ
る
書
類

イ

授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
普

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則

う
。
）
第
六
十
四
条
第
一
項
に

ロ

宣
誓
書

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書

イ

履
歴
書
（
別
記
第
六
号
様
式

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は

受
け
よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ

イ

授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
普

一
項
に
規
定
す
る
教
員
資
格
認

る
書
類

ロ

宣
誓
書

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
特

教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受

各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

げ
る
者
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ

イ

法
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又

す
る
書
類

ロ

大
学
又
は
文
部
科
学
大
臣
の

第
二
又
は
別
表
第
二
の
二
に
定

ハ

宣
誓
書
（
別
記
第
五
号
様
式

育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
平

改
正
す
る
。

三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ

許
状
の
授
与
の
申
請
）

条

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の

）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
授
与
権

ま
で
に
定
め
る
所
要
資
格
を
有

記
第
六
号
様
式
の
三
）

様
式
）

通
免
許
状
に
係
る
教
員
資
格
認

（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二

規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と

り
、
教
育
職
員
検
定
を
受
検
し

類の
二
）

第
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定

る
書
類

通
免
許
状
に
係
る
教
員
資
格
認

定
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

別
支
援
学
校
に
お
い
て
専
ら
自

け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
号
に

り
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け

る
書
類

は
別
表
第
二
の
二
に
定
め
る
基

指
定
す
る
養
護
教
諭
養
成
機
関

め
る
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
を

） 成
元
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

う
に
改
め
る
。

申
請
書
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授

者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各

す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

定
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
又
は

十
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

を
証
明
す
る
書
類

、
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け

に
よ
り
普
通
免
許
状
の
授
与
を

定
試
験
（
法
第
十
六
条
の
二
第

）
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
明
す

立
教
科
等
の
教
授
を
担
任
す
る

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
に

よ
う
と
す
る
者
（
第
四
号
に
掲

礎
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明

に
お
い
て
法
別
表
第
一
、
別
表

証
明
す
る
書
類

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

与
申
請
書
（
別
記
第
四
号
様

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

イ

省
令
第
六
十
五
条
に

ロ

第
四
号
イ
、
ハ
及
び

３

臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受

ニ

教
員
と
し
て
の
実
務

号
様
式
）

ホ

現
に
教
育
職
員
と
し

ヘ

第
四
号
イ
、
ハ
及
び

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲

九

法
第
十
七
条
及
び
省
令

定
を
受
検
し
、
特
別
支
援

担
任
す
る
助
教
諭
の
臨
時

ハ

第
四
号
イ
及
び
ハ
か

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

八

法
第
五
条
第
五
項
又
は

免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ

イ

最
終
学
校
の
卒
業
証

る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

ロ

最
終
学
校
の
成
績
証

ハ

現
に
教
育
職
員
免
許

け
よ
う
と
す
る
者

次
に

イ

学
力
及
び
実
務
に
関

則
の
規
定
に
よ
り
提
出

ロ

第
四
号
イ
及
び
ハ
か

七

法
第
五
条
第
二
項
又
は

免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ

イ

教
育
職
員
に
任
命
し

ロ

担
当
す
る
教
科
に
関

ホ

宣
誓
書

五

法
第
十
七
条
及
び
省
令

別
支
援
学
校
に
お
い
て
専

普
通
免
許
状
の
授
与
を
受

イ

省
令
第
六
十
四
条
第

ロ

前
号
イ
及
び
ハ
か
ら

六

法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明

ホ
並
び
に
前
号
ホ
に
掲
げ
る
書
類

け
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
授
与
を

経
験
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

て
勤
務
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て

ホ
に
掲
げ
る
書
類

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
授
与
権
者
が

第
六
十
五
条
又
は
法
第
十
八
条
第

学
校
に
お
い
て
専
ら
自
立
教
科
等

免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す

ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
授
与
権
者
が

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書
類

明
書
若
し
く
は
修
了
証
明
書
又
は

明
す
る
書
類

明
書

状
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

掲
げ
る
書
類

す
る
書
類
で
、
普
通
免
許
状
の
授

す
べ
き
書
類
に
準
ず
る
も
の

ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書
類

、
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
の

す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
技

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

ら
自
立
教
科
等
（
自
立
活
動
を
除

け
よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る

二
項
の
表
に
定
め
る
所
要
資
格
を

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

規
定
に
よ
り
、
教
育
職
員
検
定
を

三

す
る
書
類

申
し
出
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
採

実
務
に
関
す
る
証
明
書
（
別
記
第

は
、
身
体
に
関
す
る
証
明
書

特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
書
類

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
職
員

（
自
立
活
動
を
除
く
。
）
の
教
授

る
者

次
に
掲
げ
る
書
類

特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
書
類

、
教
育
職
員
検
定
を
受
検
し
、
臨

省
令
第
六
十
六
条
第
二
号
に
規
定

該
免
許
状
の
写
し

与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
こ
の

、
教
育
職
員
検
定
を
受
検
し
、
特

推
薦
書
（
別
記
第
八
号
様
式
）

能
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

り
、
教
育
職
員
検
定
を
受
検
し
、

く
。
）
の
教
授
を
担
任
す
る
教
諭

書
類

有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

受
検
し
、
普
通
免
許
状
の
授
与
を

用 九検を 時す 規別類 特の受
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５
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教

第
五に

山 口

二三
４

り者者一二

県 報

一二三
３

り者る一

（号 外 ）

し類一二
（
新

第
四二

２

条

削
除

十
一
条
の
見
出
し
中
「
出
願
」
を

前
条
第
二
項
第
四
号
イ
、
ハ
及

現
に
有
す
る
特
別
支
援
学
校
助

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
臨
時
免

項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す
る

育
職
員
検
定
の
出
願
）

条

教
育
職
員
検
定
を
受
検
し
よ

提
出
す
る
際
に
、
併
せ
て
教
育
職

前
条
第
二
項
第
四
号
イ
及
び
ハ

現
に
有
す
る
特
別
支
援
学
校
教

法
第
五
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第

、
教
育
職
員
検
定
を
受
検
し
、
臨

は
、
教
育
職
員
検
定
願
及
び
新
教

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
員
と
し
て
の
実
務
経
験
を
有

現
に
教
育
職
員
と
し
て
勤
務
し

大
学
に
お
い
て
法
別
表
第
一
に

宣
誓
書

現
に
有
す
る
特
別
支
援
学
校
教

法
第
五
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第

、
教
育
職
員
検
定
を
受
検
し
、
普

は
、
教
育
職
員
検
定
願
（
別
記
第

書
類
を
添
え
て
、
授
与
権
者
に
提

法
別
表
第
七
に
定
め
る
所
要
資

よ
う
と
す
る
学
校
の
長
（
市
町
立

を
授
与
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

臨
時
免
許
状
申
請
事
由
書
（
別

当
該
学
校
の
職
員
組
織
、
学
級

教
育
領
域
の
追
加
の
申
請
）

条

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の

）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
授
与
権

「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
一

び
ホ
に
掲
げ
る
書
類

教
諭
の
臨
時
免
許
状

、
授
与
権
者
が
特
に
必
要
で
あ

許
状
に
新
教
育
領
域
の
追
加
の

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免

員
検
定
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

諭
の
普
通
免
許
状

十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

時
免
許
状
に
新
教
育
領
域
の
追

育
領
域
追
加
申
請
書
に
次
に
掲

す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
実
務
に

て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
身

定
め
る
単
位
を
修
得
し
た
こ
と

諭
の
普
通
免
許
状

十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

通
免
許
状
に
新
教
育
領
域
の
追

十
号
様
式
の
三
）
及
び
新
教
育

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

学
校
に
あ
っ
て
は
、
市
町
教
育

な
ら
な
い
。

記
第
十
号
様
式
）

編
成
、
教
科
担
任
等
に
関
す
る

申
請
書
は
、
新
教
育
領
域
追
加
申

者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

項
中
「
教
育
職
員
免
許
状
授
与

る
と
認
め
る
書
類

定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

許
状
授
与
申
請
書
を
授
与
権
者

な
ら
な
い
。

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
授
与
権

関
す
る
証
明
書

体
に
関
す
る
証
明
書

を
証
明
す
る
書
類

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る

領
域
追
加
申
請
書
に
次
に
掲
げ

書
類

委
員
会
）
は
、
次
に
掲
げ
る
書

調
査
表

請
書
（
別
記
第
十
号
様
式
の

げ
る
書
類
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「

３
第

「

第
、
条
５
第

、
条
３
第

条

に
、
「

願
与
授

状
許
免
員

職
育
教

所
」
を
「

同
る

す
用

教

所
住

者
請
申

の
項

第
条

」
を
「教

附
則
第
十
一
項
及
び
第
十
二

号
」
を
「
同
項
第
四
号
ロ
」
に

附
則
第
十
三
項
の
前
の
見
出

「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第

附
則
第
十
四
項
中
「
第
六
条

八
号
イ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
一
中
「
並

に
改
め
る
。

権
者
が
定
め
る
書
類
は
、
第
三

添
え
て
、
授
与
権
者
に
提
出
し

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第

改
め
る
。

附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
中

に
改
め
る
。

附
則
第
十
項
の
前
の
見
出
し

「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第

願
」
を
「
教
育
職
員
免
許
状
授

第
三
号
か
ら
第
五
号
」
を
「
第

「
第
六
条
第
四
項
」
を
「
第
三

附
則
第
四
項
の
前
の
見
出
し

め
、
同
項
中
「
教
育
職
員
免
許

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
中

に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
中
「
は
、
当
分

条
第

、
条

６
第

項
４

第
則
附

、

則
附

、
条

則
附

、
項

６
第

」
を
「

申
与

授
状

許
免
員
職

育
教

」
に
、
「

る
す

関
に

許
免
員
職

育
教

の
条

５
第
法
許

免
員
職

育
関

に
許

免
員

職
育

１
第

２
第

則
規
る

す
則

附

項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第

改
め
る
。

し
を
削
り
、
同
項
中
「
第
六
条
第

八
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」

び
に
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護

条
第
二
項
」
に
、
「
教
育
職
員
免

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
当
分

三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
条

「
教
育
職
員
免
許
状
授
与
願
」
を

を
削
り
、
同
項
中
「
第
四
条
第
一

四
号
ロ
」
に
改
め
る
。

与
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
第
五

三
条
第
二
項
第
四
号
イ
及
び
ハ
か

条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

中
「
普
通
免
許
状
」
を
「
免
許
状

状
授
与
願
」
を
「
教
育
職
員
免
許

「
教
育
職
員
免
許
状
授
与
願
」
を

の
間
、
第
三
条
第
一
項
」
を
「
に

項
４

第
）

係
関

項
９

第

」

関
項

９
第

則
附

、
項

８
第

書
請

）
係

」
に
、
「

則
規

項
第

条
第

住
者

願
出

附
準
て

い
お

に
項

第
条

第

の
項

１
第

条 項

項
第

則

」
に
、
「

項
第

ま
し

願
出

三
条
第
二
項
」
に
、
「
同
項
第

一
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に

に
、
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項

学
校
」
を
「
及
び
特
別
支
援
学
校

許
状
授
与
願
に
次
に
掲
げ
る
書
類

の
間
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る

第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」

「
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書

項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に

号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及

ら
ホ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

」
に
、
「
出
願
」
を
「
申
請
」
に

状
授
与
申
請
書
」
に
改
め
る
。

「
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書

係
る
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
授

四

を」 二、第」 を」に」、 び中改」与
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定
の

の
注

山 口 県

別別別別

出
状

報

に
改別別

６
第

別

条

」

（号 外 ）

す
」

「

を
め

」
に
、

事
願

出

中
「

由
事

願
出

」
を
「

由
事

請
申

記
第
七
号
様
式
中
「

第
、

条
４

第

記
第
八
号
様
式
中
「

関
条

５
第

記
第
九
号
様
式
中
「

関
条

６
第

記
第
十
号
様
式
中
「

書
由

事
願

関
条

６
第

」
を
「

与

申
状

許
免

時
臨

「

め
、
同
様
式
の
注
１
中
「

者
願

出

記
第
五
号
様
式
中
「

条
３

第
第

記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改

除
削

式
様

号

記
第
六
号
様
式
の
二
及
び
別
記
第

に
改
め
る
。

を
「

す
ま

し
請

申

」
に
、
「

・
校
学

中
・

校
学

小

養 小

・
園

稚
幼

特
・
校

学
等

高
他
の

そ
・

養
栄

・
護

養

由

」
を

事
請

申

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次

条
５

」
を
「

）
係

条
４

第
、

条
３

第

」
を
「

）
係

）
係

関
条

３
第

」
を
「

）
係

）
係

関
条

３
第

」
を
「

由
事

請

条
４

第
、

条
３

第

書

」
に
、
「

を
与

授
の

「

」
を
「

者
請

申

」
に
改
め
る
。

条
６

」
を
「

条
４

第
、

条
３

第
め
る
。

六
号
様
式
の
三
中
「

条
４

第
第

学
等
高

・
校

学
中

・
校

学
稚
幼

・
校

学
護

学
盲
・

校

支
別

・
養

栄
・

護
養

・
園）

・
校

学
援

」
に
、

「

教

由

」
に
改
め
、
同
様
式

の
二
様
式
を
加
え
る
。

」
に
改
め
る
。

」
に
改
め
る
。

」
に
改
め
る
。

）
係

関

」
に
、
「

許
免
時

臨
」
を
「

追
の
域

領
育

教
新

に
授

の
加
」

」

」
に
改
め
る
。

条
６

」
を
「

４
第
、

条
３

第

聾
・

校
他

の
そ

・
校
学

）

」
を

）
項

事
科

を
「

科
教立

自
は

又
域

領
、

）
項

事

氏
の
者
請
申

１
注

５

動
活

２

し
署

自
を

名

３

、
は
欄

」
域
領
育
教
新

い
な

し
入

記
、
は
内
枠
太

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

工
本
日 追
の

域
領
育
教

新
の
記
下

定
規
の
項
４

第
項
３

第

加係
関
、

り
よ
に

４ ３ ２ １

域
領

育
教

新

第
２

の
式
様
号

教
県
口
山

新 係
関
条

４
第

様
会

員
委
育

の
育
教
る

す
関
に
者
弱
病

す
印
押

、
は

き
と

た

域
領

る
す
当

該

し
要
を

と
こ

る

む
囲
で
○
を
号
番
の
の

も

格
規
業

。
と
こ

。
る
す
と
４

列

で
の

い
た
け

受
を
め
定

の

申
て
え

添
を
類

書

育
教

、

記

。
す
ま
し

請

教
る
す
関

に
者
害
障
覚
視

に
者
害

障
覚

聴
域
領
の
育

的
知

域
領
の

育
教

る
す

関
の
育
教
る
す
関

に
者
害
障

域
領

教
る
す
関
に

者
由
自
不
体

域
領
の
育

氏 住
者
請

申

郵 都 本

）

育
教 規

拠
根

号
番

日
月
年
加

追

定請
申

加
追

域
領

育
教

五

。
と
こ

。
と
こ
い
な

則
規

る
す

関
に

許
免

員
職

番
便

県
府

道
地

籍

条
４

第

名 所 号

職

）
番

局
話

電

生
日

月
年

第
２

の
条
５

第
法
許

免
員

日
月

年

書

項
３



平成 年 月 日 金曜日

考
備 注

山 口

の 免

県 報

規

（号 外 ）
第

署
自
を

名
氏

の
者

願
出

１２

と
た

し

、
は
欄

」
類

種
の

状
許

免

し
入

記
、
は

内
枠

太
３

該

さ
き
大

の
紙

用

と
こ
い

な

種
状
許

規
業

工
本

日
、

は

養
栄
・

護
養

・
園

稚
幼

類

通
普

諭
教

種
一
・

修
専

山

状
許

免
員

職
育

教
の

記
下

規
の

項
第

条
第

則

る
係

に

り
よ

に
定

高
・
校

学
中

・
校

学
小

３
の

式
様

号山

育
教

条
５

第
、

条
４

第

様
会

員
委

育
教

県
口

を
と

こ
る

す
印

押
、

は
き

の
も

る
す
当

こ
い
な

し
要

格 。

。
と
こ

む
囲

で
○

を

他
の

そ
・

。
る

す
と

４
列

・
）

種
二
・

諭
教
助

・

）

立 域 項 教

時
臨

・
別

特

け
付

り
は

紙
証

入
収

県
口

欄

）
。

と
こ

い
な

し
印

消

氏

受
を

定
検

員
職

育
教

話
電

類
書

係
関

、

で
の

い
た

け

記

ま
し

願
出

て
え

添
を

校
学

援
支

別
特

・
校

学
等

・

第
、

）
係

関
条

定
規

拠
根

果
結

定
検願
出

番
便

郵

願
定

検
員

職

住
者

科

。
と 動
活
自
は

又
領
、

）
事

名

育
教

、

）
番

局

生
日

月
年

。
す

る
す
関
に

許
免

員
職

格
合
不

・
格
合

所 号

日
月

年

教
育
委
員
会
が
任
命
す

校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現

布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前

十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾

者
に
係
る
改
正
後
の
教
育
職

の
備
考
一
中
「
特
別
支
援
学

並
び
に
学
校
教
育
法
等
の
一

に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育

別
記
第
十
五
号
様
式
の
備
考

１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九

別
記
第
十
一
号
様
式
及
び
別

る
。別

記
第
十
四
号
様
式
の
備
考

に
動
活
立

自
、
と
」

て
い

」
て

て
い
つ

」
に
改
め
、
同
備
考
３
中

る
現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

の
各
部
の
教
員
」
と
す
る
。

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

九
号

に
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正

る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
（
昭
和

学
校
及
び
養
護
学
校
の
各
部
の
教

員
免
許
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一

校
の
各
部
の
教
員
」
と
あ
る
の
は

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

２
中
「

」
を
「

」

。年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

記
第
十
二
号
様
式
中
「

科
教

）
項
事

２
中
「

、
は
て

っ
あ

」
を
「

状
許
免

る
す
与

授

て
っ

あ

っ
あ

に
合
場

の

「

科
教

」
を
「

考
備

自
び

及
項

事
、
科
教

４
考

備
３

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

山
口
県
教
育
委
員
会

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
を
有
す

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

、
「
特
別
支
援
学
校
の
各
部
の
教

年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
の
規

六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
盲

に
改
め
、
同
備
考
中
２
を
４
と
し

」
を
「

科
教

立
自
は
又

域
領
、
）
項

事

動
活

」
に
改

は

」
に
、
「

」
て

い
つ

」
を
「

は
て

つい
つ
に

動
活

立
自

の
記
下

動
活
立

」
に
改
め
る
。

六

公 八一る表員定学 、 め



平成

こ

年 月 日 金曜日

山
山

県
教第

県
立

山 口 県

け山
則
を

報

（
施

１（
在

２
のと

（号 外 ）

教
規
則第別

る
。別

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校

る
規
則

口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員

育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

一
条
中
「
、
山
口
県
立
盲
学
校
、

特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

附

則

て
い
た
号
給
の
一
号
給
上
位
の
号

口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

給
号

９
級

１

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月

職
者
の
号
給
の
調
整
）

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下

施
行
日
に
お
け
る
号
給
は
、
施
行

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
別
に
定
め

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

二
条
第
一
号
中
「
、
主
任
管
理
員

表
第
二
の
一
級
の
項
中
「

理
管

、

表
第
四
中
「

級
１

給
号

日
か
ら
施
行
す
る
。

号
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
立
聾
学
校
及
び
山
口
県

級
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す山

」

級
１

給
号

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日

日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行
日
の

の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

改
正
す
る
。

」
及
び
「
、
管
理
員
」
を
削
る

員

」
を
削
り
、
同
表
四
級
の
項

を
「

級
１

給
号

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口

立
養
護
学
校
」
を
「
及
び
山
口

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

口
県
教
育
委
員
会

」
か
ら
引
き
続
き
在
職
す
る
職
員

た
者
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る

前
日
に
お
い
て
当
該
職
員
が
受

三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会

。
中
「

員
理

管
任

主
、

」
を
削

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
教
育
委
員
会
被

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
２
の
項
職
員
の

校
学

護
養

」
を
「

員

別
特
立

県
口
山

」
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「

員
理
管
、

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

市
町
立
学
校
職
員
の
勤
務
成

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

付
則
を
付
則
第
一
項
と
し
、

の
一
項
を
加
え
る
。

（
定
期
評
定
の
実
施
の
時
期
等

２

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か

の
時
期
、
評
定
者
及
び
調
整

及
び
第
七
条
の
規
定
に
か
か

市
町
立
学
校
職
員
の
勤
務
成

る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

市
町
立
学
校
職
員
の
勤

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

十
二
号

服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す

貸
与
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
口

範
囲
の
欄
中
「

援
支

、
校

学
盲
立

県
口
山

校
学

」
に
改
め
、
同
表
４

を
削
る
。

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

に
改
正
す
る
。

同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行

の
特
例
）

ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

者
並
び
に
勤
務
評
定
書
の
様
式
は

わ
ら
ず
、
教
育
長
が
定
め
る
。

績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部

十
一
号

務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の

七

る
規
則

県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の

聾
立

県
口

山
立

県
口

山
は

又
校

学

の
項
職
員
の
範
囲
の
欄
中
「

理
管
、

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

三
十
三
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

期
日
）
」
を
付
し
、
同
項
の
次
に

で
の
間
に
お
け
る
定
期
評
定
の
実

、
第
三
条
第
二
項
、
第
六
条
第
一

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

山
口
県
教
育
委
員
会

一
部
を
改
正
す
る
規
則

一 則次施項 す



平

こ

成 年 月 日 金曜日

改
正第二第第

三
年別

山 口

山
山

山

県 報

学
正
す第

同
条

る
。こ

（号 外 ）

学
山

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

す
る
。

二
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、

十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
の

二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、

三
条
第
一
項
中
「
及
び
土
曜
日
」

法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

記
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改

附

則

口
県
立
図
書
館
規
則
の
一
部
を
改

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

山
口
県
立
図
書
館
規
則
の
一
部

口
県
立
図
書
館
規
則
（
昭
和
六
十

校
教
育
法
施
行
細
則
（
平
成
八
年

る
。

二
条
第
一
項
中
「
、
盲
学
校
、
聾

第
二
項
中
「
並
び
に
盲
学
校
、

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部

日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
号

一
月
四
日
ま
で
の
日

第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

を
「
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝

る
休
日
」
に
改
め
る
。

め
る
。

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す山

四
号を

改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三

学
校
及
び
養
護
学
校
」
を
「
及

聾
学
校
及
び
養
護
学
校
」
を
「
及

日
か
ら
施
行
す
る
。

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す山

三
号を

改
正
す
る
規
則

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

る
。

口
県
教
育
委
員
会

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

び
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、

び
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め

る
。

口
県
教
育
委
員
会

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

山
口
県
立
高
等
学
校
等
校
務

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
立
美
術
館
規
則
を
廃

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
立
美
術
館
規
則

山
口
県
立
美
術
館
規
則
（
昭

附

則

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「

二
号
中
「
日
曜
日
」
を
「
月
曜

い
て
最
も
近
い
休
日
以
外
の
日

間
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

山
口
県
文
書
館
規
則
の
一
部

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
文
書
館
規
則
の

山
口
県
文
書
館
規
則
（
昭
和

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
号

決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

十
六
号

を
廃
止
す
る
規
則

和
五
十
四
年
山
口
県
教
育
委
員
会

休
日
」
の
下
に
「
（
以
下
「
休
日

日
（
月
曜
日
が
休
日
に
当
た
る
と

）
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

十
五
号

一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
十
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会

県

立

学

校

一

般

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

。山
口
県
教
育
委
員
会

規
則
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項

き
は
、
月
曜
日
及
び
そ
の
日
後
に

「
ば
く
書
期
間
」
を
「
資
料
点
検

す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

八

第お期 改



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 報

七八九十こ

（号 外 ）

山
部
を第

県
立別

職
員
の
扶
養
親
族
の
認
定
に
関

職
員
の
住
居
の
実
情
の
確
認
並

職
員
の
通
勤
の
実
情
の
確
認
並

職
員
の
単
身
赴
任
の
実
情
の
確

こ
と
。

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

山
口
県
立
高
等
学
校
等
校
務
決

口
県
立
高
等
学
校
等
校
務
決
裁
規

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
条
中
「
、
山
口
県
立
盲
学
校
、

特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

表
事
務
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
七

す
る
こ
と
。

び
に
住
居
手
当
の
月
額
の
決
定

び
に
通
勤
手
当
の
月
額
の
決
定

認
並
び
に
単
身
赴
任
手
当
の
月

日
か
ら
施
行
す
る
。

裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

程
（
昭
和
五
十
二
年
山
口
県
教

山
口
県
立
聾
学
校
及
び
山
口
県

号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号

及
び
改
定
に
関
す
る
こ
と
。

及
び
改
定
に
関
す
る
こ
と
。

額
の
決
定
及
び
改
定
に
関
す
る

令育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一

立
養
護
学
校
」
を
「
及
び
山
口

の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

九



平
成
十

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
印
刷

九
年
三
月
三
十
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


